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別 紙 ２ の １  

１   水 産 資 源  

か つ お （ 中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 ）  

 

２   漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

愛 媛 県 漁 業 調 整 規 則 を 遵 守 す る と と も に 、 当 該 水 産 資 源 の 採 捕

を す る 者 に よ る 法 第 1 2 4 条 第 １ 項 の 協 定 の 締 結 を 促 進 し 、 認 定 し

た 協 定 を 公 表 す る と と も に 、 当 該 協 定 に 参 加 し て い る 者 自 ら に よ

る 当 該 協 定 の 実 施 状 況 の 定 期 的 な 検 証 及 び 取 組 内 容 の 改 良 を 促 進

す る 。  

ま た 、 当 該 協 定 に 基 づ き 、 報 告 さ れ る 情 報 を 活 用 し て 、 資 源 評

価 が 行 え る よ う に 努 め る こ と と す る 。  

 

３   そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

    該 当 な し 。  

  


